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健康寿命ふれあいサロン

設立・運営マニュアル
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健康寿命ふれあいサロンとは

　　平成２１年の統計で、鯖江市においても高齢化率が２１．９％を超えました。５人に１人以上が６５歳以上ということです。年を重ねることは素晴しいことですが、そのことに加えて皆さんが望むことは、なるべく長く生活に必要なことは自分ででき、社会生活に参加でき、自分らしく生きがいを持って暮らしていけることではないでしょうか。
　　しかし、高齢期になると生活が活動的でなくなることが多く、そのことが、心身の機能の低下をもたらし、さらに生活の活動性を低くするという悪循環が起こりやすくなります。そして介護が必要な状態へと進んでいきます。
　そこで、生活習慣病を予防するように、高齢期には心身の機能の低下に対しても予防が必要とされます。それが介護予防です。

　健康寿命ふれあいサロンとは、より参加しやすい身近な町内で仲間を募って、自主的なさまざまな活動を行うことによって、いつまでも元気に楽しく過ごす＝（健康寿命を伸ばしていく）ことを目的とした介護予防事業です。

　ぜひ、健康寿命ふれあいサロンでの介護予防の学習や体操その他の活動を通して、活発な生活を送るためのきっかけづくりにしていただければと思います。
　

健康寿命ふれあいサロンの流れ（フロー図）








Ⅰ．サロン開設までの流れ（手順）
１．サロンの説明・開設時必要書類の説明をうける

①．社会福祉協議会の担当者よりサロンの説明や開設、運営にあたっての重要事項の説明をさせていただきます。（パンフレットを使用します）

②．開設にあたっての提出書類をお渡しし、説明させていただきます。

【開設時提出書類】　

１．事業申請書・・・ 様式第１号 　１６ページ　　

２．事業計画書・・・ 様式第２号 　１７ページ
３．収支予算書・・・ 様式第３号 　１８ページ
４．結成調書・・・・ 様式第４号 　１９ページ
５．助成金請求書・・ 様式第５号 　２０ぺージ　　
６. 会員名簿・・・・ 様式第１１号 ２１ページ
２．サロン運営スタッフを決める　

　　①．自主運営していく中では、企画・広報・当日の準備・記録・金銭管理等さまざまな活動があります。サロンを無理なく継続していくためには、運営スタッフを複数名お願いしておくことが大切です。　　

　　②．民生委員、福祉協力員をはじめ、町内からボランティアを募って協力者を得ておくことがスムーズな運営につながります。

　　③．そのうち、代表者の方を１人決めていただきます。代表者の方は、主となって活動していただける方で、社会福祉協議会からの連絡先・文書等の送付先となります。

３．開始日時・会場・サロン名・会費を決める

　　　①．いつから開始するのかを決めます。その時期に合わせて開設準備を進めていきます。サロンは、毎月１回以上開催が原則です。月ごとに時間が変わるよりも、曜日や時間は固定されているほうが、参加する方も覚えやすく参加しやすく、定着するようです。
　　　②．皆さんが参加しやすい町内公民館等の固定した会場を１ヶ所決めて下さい。その場合、施設の管理者の方に、サロンにて使用するための許可をいただきます。（結成調書に使用許可の署名・捺印）
③．サロンの名称を決めて下さい。名称を決める際に特に規定はありませんが、○○会など既存のサロンの名称と重複する場合は、変更していただくことになります。名称に町内名を入れ込むサロンが多いようです。

④．活動をより豊かなものとするために、参加会費という形で月毎・年間毎、

　　または随時で菓子代程度の金額を集めているサロンが多いようです。

４．参加者の募集をする（広報活動・受付業務）

　　　①．サロンの参加者は、おおむね６５歳以上となっています。町内の対象となる方に、別紙チラシを配布したり、ポスター等を掲示して広報活動を行います。（チラシ作成のお手伝いは、社会福祉協議会でもさせていただきます）
　　　②．現存するサークル等から開始する場合がありますが、各町内に１つのサロンとなっていますので、一部の方だけでなく、希望する方が参加できるように町内の皆さんに広報活動をして下さい。

　　　③．サロン開始までに運営スタッフが参加希望者を把握できるよう受付業務

　　　　　も合わせて行っていきます。
　　　④．５人以上でサロンは設立できますので、最初から多くの会員を募集せず少しずつ増やしていく方法もあります
５．社会福祉協議会にサロン開設の書類を提出する

　　　①．最初にお渡しした書類（様式１～５・１１）１６ページ～２１ページを提出していただきます。

　　　②．担当者が、書類を確認させていただきます。（提出していただいた書類

　　　　　は、サロン事業管理以外に使用することはありません。社会福祉協議会

　　　　　が責任をもって管理させていただきます。）

　　　③．提出する前に、サロンに必ず１部コピーを残すようにして下さい。

　　　④．これらの書類をパソコンにて作成されても結構ですが、サロン全体　

の集計作業等にも使用しますので、同じ様式を作成してご記入下さい。
　　　⑤．インターネット（鯖江市社会福祉協議会の健康寿命ふれあいサロン）から

　　　　　様式をダウンロードすることもできます。
６．初回サロン開催のための準備をする

　　　①．初回のサロンの日時・内容が決まりましたら、再度参加希望者にはチラシにてお知らせします。（チラシ作成のお手伝いは、社会福祉協議会でもさせていただきます）

　　　②．会場の確保をします。

　　　③．当日の資料等があれば人数分準備します。

　　　Ⅱ．サロンの開設

１．初回サロンを実施する　

①．参加者は、健康寿命ふれあいサロン出欠表に○で記録します。　　　

②．初回のサロンには、社会福祉協議会の職員が巡回させていただいて、サロンについてのお話や簡単なレクリエーション・ゲームなどを行います。

③．そのあと、皆さんで集まっていろいろな話し合いをして、自己紹介やサロンに関しての申し合わせや決め事をして下さってもよいと思います。

④．サロン終了の際に、参加者の皆さんに次回開催のお知らせをします。
⑤．サロン実施についての記録を残します。・・・ 様式第８号１４ページ

２．次回開催の準備をする

　　　①．開催日時や内容がわかるようにチラシを配布するなど、参加の呼びかけをします。

　　　②．会場の確保をします

　　　③．講師などの派遣依頼を社会福祉協議会でお受けしていますが、あまり直前ですと、講師の日程が空いていない場合がありますので、年間計画に合わせて早めにご相談下さい。（講師一覧表）・・・７・８・９ページ

　　　④．地域の人材を活用して、サロンで直接講師依頼をしていただいても

結構です。（この場合は講師の方とサロンで講師謝礼・時間等を決めてください）　　　　　　　　
　　　⑤．サロン独自で企画する行事（例えば、季節の行事や手作り食事会、外出行事など）会員の元気づくりのための活動を積極的に行って下さい。
　　
３．社会福祉協議会が行う活動等
　　　①．サロンリーダー研修会・・・サロン運営の活性化のために、サロンリーダーを対象とした研修会を開催します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご案内させていただきますので、ぜひ参加していただきますようお願いします。

②．傷害保険の加入・・・・・・サロン活動中における事故に対応するため社会福祉協議会において、傷害保険に加入します。加入額は平成２２年度時点で１サロンあたり年間１，８００円となっています。保険料は、サロン割にしておりますので人数による増額はありませんが、全体の人数によって毎年若干の金額変更があります。すべてのサロンに加入いただきますので初回の助成金の中から差し引かせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　サロンの傷害保険について・・・２２ぺージ
③．年間計画の変更等について・講師派遣のある場合やサロン巡回の日程等が決まっていて、サロンの都合により内容日程等を変更したい場合には、社会福祉協議会までご連絡下さい。あまり直近ですと講師の手配などができない場合がありますので概ね１ヶ月前にはお知らせ下さい。

　　　④．サロン巡回（社協職員）・・年間３回は社会福祉協議会職員による巡回を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　させていただきます。ただし、年度途中からの設立の場合は、巡回回数を調整させていただきます。巡回では運営上のご相談・意見などをお聞かせ下さい。また、レクリエーション等のプログラムをもって寄せていただきますので、サロンでの準備物は特にありません。
血圧測定等の健康チェック・会員の状態
　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認・サロン運営相談・レクリエーション・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　長寿福祉課・健康課・社協からのお知らせ等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　９０分程度かかります。
	４．社会福祉協議会で依頼可能な講師一覧表
〔平成２３年２月現在〕
介護予防関係

	職　種
	内　　容
	謝　礼
	説　　明

	健康運動指導士
	・転倒予防体操

・健康体操
	（１時間）

５，５００円
	・（有）パワーリンク
　　　　福井市

多数のインストラクターがおりますので、随時対応できます。

	
	・リズム体操

・その他各種の体操
	
	

	理学療法士
〔市・健康課〕
	・専門的な体操からお座敷運動会まで状態にあった体操
	（１時間）

無　　料
	・市健康課理学療法士
　山本　進　課長補佐

　１サロン年１回まで

　となっています。

	
	
	
	

	
	
	
	

	音楽療法士
	・音楽療法（歌・リズム・楽器等で楽しい時間が過ごせます）
	（１時間）

５，０００円
	・音楽療法研究室とまと
認定音楽療法士。
・ムジカジャルディーノ
　認定音楽療法士

両方とも日程調整が必要

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	音楽療法サークル
	・音楽療法
	（１時間）

３，０００円
	・すまいる　あい　ケア　鯖江市の音楽療法講習会を受講した人たちで結成したサークルです。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	保健師・看護師
	・認知症予防・うつ
・健康相談
・介護予防

・介護保険

・体力測定　等
	（１時間）

５，０００円
	・市３ヶ所の在宅介護支援センターが対応します。医療職員です。健康に関する内容を対応します。

	職　種
	内　　容
	謝　礼
	　　説　　明

	歯科衛生士
	・口腔ケア

・食べる機能のトレーニング　
・お口の病気等
	（１時間）

５，０００円
	・よろこんでＷＥＬＬかむ

　　　龍野美帆　氏

・歯科衛生士会丹南支部

　講師の日程調整が必要で　す。　

	
	　　　　　　　　　　
	
	

	栄　養　士
	・低栄養予防

・調理教室
・季節の料理

・栄養相談　等　
	（１時間）

５，０００円
	・鯖江市内在宅栄養士。
　日程調整が必要。

	
	
	
	

	栄養サポーター
	・ペーパーバイキン　グ（栄養のバランスをみたり身近な食事に関する話をしてくれます）　
	（１時間）

無　　料
	・市の栄養サポーター養成講座を受講した方たちでペーパーバイキングという方法用いて説明いたします。

	
	
	
	

	　作業療法士
	・手芸
・折り紙

・認知症予防
・簡単な体操　等
	（１時間）

５，０００円
	・ケア・ユニット
　作業療法士竹川真澄氏

　日程調整が必要。

	そ　の　他

	
	
	

	職　　種
	内　　容
	謝　礼
	説　　明

	警察署交通課
	・交通安全教室
・自転車運転講習
	（１時間）

無　　料
	高齢者対象の安全教室です。鯖江警察署交通課・交通安全教室の方に直接お申し込みいただいた方が手間は省けます。

℡　５２－０１１０

	
	
	
	

	消費生活指導員
	悪徳商法について　
	（１時間）

無　　料
	鯖江市消費者センターの方の話やくらしを良くす
る会の方の悪徳商法の楽しい寸劇が見られます。

	
	　
	
	

	ハーモニカバンド
ＮＡＲＯ
	ハーモニカ演奏
	（１時間）

無　　料
	アイアイ鯖江で毎週ハー
モニカ演奏の練習しており、福祉施設等に訪問しています。

	
	
	
	

	折紙ボランティア
千羽づる
	　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

・折り紙指導
・作品づくり
	３，０００円

作品作りの場

合は１人材料

費２００円
別途必要
	アイアイ鯖江で月２回新しい折り紙作品などを作成しており、折り紙指導・作品作り指導を行ってくれます。

	
	　
	
	

	　

マジック倶楽部
	悪徳商法について　
	無　　料
	毎週水曜日夢みらい館で
練習しています。



	
	　
	
	

	その他の社会福祉協議会登録ボランティア
	鯖江市社会福祉協議会には、そのほか大正琴、フラダンス・民謡・合唱・演芸（歌謡ショー）・落語等さまざまな団体が登録されています。ご相談下さい。
・市の職員は仕事中の訪問ですので、まったく無償で結構です。
・折り紙以外の多数の人数の団体等についてのお礼の件でお問い合わせがあります。サロン以外のところにも呼ばれて訪問するのですが、お礼を準備してあることろもあれば、まったく無償で行うところもあります。お礼で内容が変わることはありません。交通費２，０００円～３，０００円程度のお礼をするサロンが多いですが、サロンでお話し合いになってそれぞれで決めて下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボランティア担当　　林

	【講師依頼について】

　・講師依頼の際、何ヶ月も前から予約されて当日講師が行かれると、すでにその月のサロンが終わっていたとか自分たちで違う内容を自分たちで行っていたなどで講師にお帰りいただいた事例が年に数件見られます。１～２ヶ月前で確実に行うのが決まった段階で、社会福祉協議会のほうにご依頼下さい。

　・講師の内容によっては、講師がサロンの代表の方と連絡させていただく場合があります。その際はサロンの連絡先になっている方のお電話番号をお教えすることがありますのでご了解下さい。

　・ご依頼を受けてから講師と連絡をとるため、講師の都合によりご希望に添えない場合もありますのでご了解下さい。


Ⅲ各書類について
【申請書類】
１．事業申請書・・・ 様式第１号  

２．事業計画書・・・ 様式第２号  
３．収支予算書・・・ 様式第３号  
４．結成調書・・・・ 様式第４号  
５．助成金請求書・・ 様式第５号 
６．会員名簿・・・・ 様式第11号 
【実績報告書類】

１．実績報告書・・・ 様式第６号

２．事業報告書・・・ 様式第７号

３．収支決算書・・・ 様式第９号
４．活動記録・・・・ 様式第８号
５．サロン出欠表・・ 様式第10号
　　　
・これらの書類をパソコンにて作成されても結構ですが、サロン全体の集計作業等にも使用しますので、同じ様式を作成してご記入下さい。

・提出する前に、サロンに必ず１部コピーを残すようにして下さい。

・ご相談が多い助成金の使い道ですが、サロンでまった
く手の加わってないもの例えば弁当の購入代などは飲
食代として助成金の対象にはなりませんので、会費や
町内・地区の助成金等でまかなってください。
その他判断に困る場合はご相談ください。
・記入等でお困りの際は社協までご連絡下さい。
記入例
様式第６号

平成　　年　３月３１日

鯖江市社会福祉協議会

会長　齋 藤　多 久 馬　殿

住　所　（所在地）鯖江市水落町２丁目３０番１号
（名　称）アイアイふれあいサロン

氏　名　（代表者名）アイアイ太郎　　　　　　㊞
健康寿命ふれあいサロン実績報告書

平成　　年度健康寿命ふれあいサロン事業について、健康寿命いきいきサロン事業費助成金実施要領の規定により、関係書類を添え、下記のとおり報告します。

１　事業名

健康寿命ふれあいサロン事業

２　助成額

４８，０００円

３　事業の完了日

平成　　年　３月３１日

４　添付書類

事業報告書

　別紙のとおり


活動記録（１年分）
　別紙のとおり


収支決算書

　別紙のとおり

　　　　　　　　平成２２年度出欠表 　別紙のとおり

記入例
様式第７号

平成　　年度健康寿命ふれあいサロン事業報告書

１　実施事業

	月
	事業内容
	摘　要

	4/25
	社会福祉協議会巡回
	奥村（社協職員）

	5/7
	西山公園散策
	

	5/23
	家でもできる健康体操
	　健康運動指導士

佐々木先生

	6/26
	歌ってストレス解消
	長谷川さん・林さん　

	7/27
	転倒予防体操
	健康運動指導士

吉村先生

	8/4
	流しそうめん大会
	

	8/24
	正しいお口のケア
	歯科衛生士

	9/24
	社会福祉協議会巡回（介護予防）
	中村（社協職員）

	10/23
	認知症予防講習
	嶋田保健師

	11/23
	ペーパーバイキング（低栄養予防）
	栄養サポーター

太田さん

	12/15
	サロン忘年会
	

	1/20
	社会福祉協議会巡回（風邪対策）
	大壁（社協職員）

	2/22
	ぜんざいづくり
	

	3/8
	楽しみながら能力アップ
	山本保健師

	3/26
	次年度に向けて（茶話会）
	


記入例
様式第９号

平成　　年度健康寿命ふれあいサロン収支決算書

収入の部

	費　目
	決算額 (円)
	備　考

	１　会費
	１２，０００
	@１００円×１０人×１２月

	２　助成金(社協)
	４８，０００
	

	３　助成金

(その他)
	　５，０００
	区より

	　４　雑入
	
	

	　５　前年度繰越金
	　　　４００
	２１年度より

	合　計
	６５，４００
	


支出の部

	費　目
	決算額 (円)
	備　考

	１　講師謝礼
	２８，０００
	@５，０００円×５　人

@３，０００円×１　人（菓子代）

	２　調理材料費
	１４，４１０
	

	３　消耗品費
	８，５７０
	

	４　施設使用料
	
	

	　５　保険料
	１，８００
	

	　６　次年度繰越
	１，３２０
	

	　７　飲食代
	１１，３００
	

	
	
	

	合　計
	６５，４００
	



記入例
様式第８号

健康寿命ふれあいサロン活動記録

	サロン名
	　　アイアイふれあいサロン

	記録者
	　　健康ハナ子

	開催日
	　　平成２２年　５月１５日（木）　１０：００～１２：００　

	場所
	　　アイアイ公民館

	参加者
	会　　員　　　１０　　　名　　（　男　２　名　　女　８　名　）

	
	民生委員・福祉協力員　　健康とし子

	
	ボランティア  佐藤　恵子　、　吉田　美喜江、　鈴木　良子

	事業内容

	講習会
	講習内容
	家でもできる健康体操

　　茶話会


	講師謝礼

	
	
	
	５，０００円

	
	
	
	
[image: image1]

	
	講師名
	体操　広
	

	その他
	毎日１０分間でできる体操を資料に基づいて習う。終了後、茶話会を行う。

本日は休みはなし
	ボランティア謝礼

	
	
	円
	円

	
	
	
	

	経費

	収　入
	費　目
	内　容
	金　額

	
	会　費
	（１０人×１００円）
	１，０００円

	支　出
	費　目
	内　容
	金　額

	
	コピー代

 飲食代
	（資料１０人分）

お菓子
	１００円

９８０円


	
健康寿命ふれあいサロン出欠表（サロン名アイアイふれあいサロン）
　

	　
	氏名
	年齢
	性別
	4/5
	5/7
	6/6
	7/7
	8/4
	9/4
	10/3
	11/4
	12/5
	1/９
	２/１
	3/8
	　
　
	／

	1
	福井次郎
	75
	男
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	　

	2
	福井花子
	79
	女
	○
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	　

	3
	福井由子
	77
	女
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	　

	4
	鯖江一郎
	80
	男
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	　

	5
	鯖江洋子
	74
	女
	○
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	　

	6
	鯖江孝子
	74
	女
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	　

	7
	佐藤恵子
	79
	女
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	　

	8
	佐藤純子
	80
	女
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	　

	9
	佐藤花子
	82
	女
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	　

	10
	高橋和美
	72
	女
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	　

	11
	高橋阿弓
	77
	女
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	　

	12
	高橋由美
	70
	女
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	
	　

	13
	鈴木一郎
	84
	男
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	○
	○
	
	　

	14
	鈴木嘉子
	81
	女
	○
	○
	○
	○
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	○
	
	　

	15
	鈴木景子
	80
	女
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	　

	16
	山本幸子
	75
	女
	
　
	　
	　
　
	　
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	　


　　　　　・実際様式はＡ３横の大きさです。

　　　　　・サロンにこれなくなって×が空欄にその理由

　　　　　　例えば（入院中・デイサービス利用になった

　　　　　　入院後死亡等情報を教えていただけるとありがたいです。）

記入例

様式第１号

平成　　年　４月　１日

鯖江市社会福祉協議会

会長　齋 藤　多 久 馬　殿

住　所　（所在地）鯖江市水落町２丁目３０番１号

（名　称）アイアイふれあいサロン

氏　名　（代表者名）　アイアイ太郎　　　　㊞

健康寿命ふれあいサロン事業申請書

平成　　年度健康寿命ふれあいサロン事業について、助成金の交付を受けたいので、健康寿命ふれあいサロン事業費助成金実施要領の規定により、関係書類を添え、下記のとおり申請します。

１　事業名
健康寿命ふれあいサロン事業

２　事業の目的
町内会でグループを形成し、自主運営型サロンの運営を行い、介護予防に資する基礎知識を取得すること。また、サロンを通じ高齢者の共通の悩みを和らげ、精神的な安らぎを得ることにより生きがいづくりを促進することを目的とする。

３　事業の完了予定日


平成　　年　３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　助成申請額



４８,０００円


５　添付書類
事業計画書

別紙のとおり


サロン結成調書
別紙のとおり


収支予算書

別紙のとおり

記入例


様式第２号


健康寿命ふれあいサロン事業計画書　　　社協に講師依頼する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場合はここに○を付けます。

２　事業計画（例）　　　　　　　　第２　火曜日　１０：００　～　　　　　　　　　　　　　　　

	月
	日
	事業内容
	講師（職）
	社協に依頼○

	4
	12
	社会福祉協議会巡回
	社協職員
	

	5
	10
	西山公園散策
	
	

	5
	24
	家でもできる健康体操
	健康運動指導士
	○

	6
	14
	歌ってストレス解消
	音楽療法士
	○

	7
	12
	転倒予防体操
	健康運動指導士
	○

	8
	9
	流しそうめん大会
	サロンにて
	

	8
	23
	正しいお口のケア
	歯科衛生士
	○

	9
	13
	社会福祉協議会巡回
	社協職員
	

	10
	11
	認知症予防講習
	保健師
	○

	11
	8
	ペーパーバイキング（低栄養予防）
	栄養サポーター
	○

	12
	13
	サロン忘年会
	サロンにて
	

	1
	10
	社会福祉協議会巡回
	社協職員
	

	2
	14
	ぜんざいづくり
	サロンにて
	

	3
	13
	楽しみながら能力アップ
	保健師
	○

	3
	27
	次年度に向けて（茶話会）
	
	


記入例

様式第３号

健康寿命ふれあいサロン収支予算書

収入の部

	費　目
	予算額 (円)
	備　考

	１　会費
	１２，０００
	@１００円×１０人×１２月

	２　助成金(社協)
	４８，０００
	

	３　助成金

(その他)
	
	

	　４　雑入
	
	

	　５　前年度繰越金
	
	

	合　計
	６０，０００
	


支出の部

	費　目
	予算額 (円)
	備　考

	１　講師謝礼
	２５，０００
	@５，０００円×　５人

	２　調理材料費
	１６，６００
	

	３　消耗品費
	５，０００
	コピー代・文具代

	４　保険料
	　１，４００
	

	　５　施設使用料
	
	

	　６　次年度繰越
	　
	

	７　飲食代
	１２，０００
	お菓子代・ジュース代

	
	
	

	合　計
	６０，０００
	


記入例
様式第４号
健康寿命ふれあいサロン結成調書

１　サロン名称
　あいあいふれあいサロン　　　　　　　　　　　　　　
２　結成日
平成２２年　４月　１日

３　会員名簿

　　　　　　　　　別紙　様式第１１号のとおり

　　　　　　　　　

４　連絡先（サロンについての電話連絡や文書の送付先となります）

　　　　　　　　　氏　　名　　あいあい太郎　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　郵便番号　９１６－○○○○　　　　　

住　　所　鯖江市水落町２丁目３０－１　　　　　　　　　　

電話番号　　５１－００９１　　　　　　　　　　　　　　

携帯番号　０９０－○○○○－××××　　　　　　　　　
　　　

４　例会開催場所

	町内公民館等
	名称　
	所在地

	
	あいあい公民館

ＴＥＬ ５１－１２３４
	鯖江市水落町１－２－３

	一般住宅
	家屋所有者
	住　所

	
	ＴＥＬ    －
	


健康長寿ふれあいサロン例会開催場所として使用を認めます。

施設管理者　　　　　　区長　健康　太郎　　　　　　　㊞　

家屋所有者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

５　運営協力者

民生委員　　　健康　進　　　　　　　　福祉協力員　　 健康　花子　　　

ボランティア　　　鯖江　吉雄　　鯖江　好子　　　　 　　　　　　　　

その他　　　　健康　太郎　　元気　次郎　　　　　　　　　　　　　　

記入例
様式第５号

平成２３年　４月　１日

鯖江市社会福祉協議会

会長　齋 藤　多 久 馬　殿

住　所　（所在地）鯖江市水落町２丁目３０番１号
（名　称）アイアイふれあいサロン

氏　名　（代表者名）アイアイ太郎　　　㊞
健康寿命ふれあいサロン助成金請求書（前期分）

平成２３年度健康寿命ふれあいサロン事業助成金を、下記のとおり請求します。

	金　　額
	２４，０００円


※後期分の用紙は次回のリーダー研修会の際にお渡しします。

後期分は、１０月から翌年３月分になります。
交付月は１１月頃になります。
	様式第１１号　　記入例

	会　員　名　簿（サロン名　 アイアイふれあいサロン　　　　）

	No
	氏　名
	生　年　月　日
	住　所
	電　話　番　号

	1
	　福井次郎
	Ｍ・Ｔ・ eq \o\ac(○,Ｓ)　３年　１月　２日　　
	　鯖江町１－１
	　５１－○○○○

	2
	　鯖江花子
	Ｍ・ eq \o\ac(○,Ｔ)・Ｓ１３年 ２月 １日　　
	　鯖江町１－２
	　５１－○○○×　　

	3
	　鈴木一郎
	Ｍ・Ｔ・ eq \o\ac(○,Ｓ)　５年１１月　２日　　
	　鯖江町２－２
	　５２－○×○×　　　

	4
	　鈴木良子
	Ｍ・Ｔ・ eq \o\ac(○,Ｓ)　６年　３月　３日　　
	　鯖江町２－２
	　５２－○×○×

	5
	　佐藤太郎
	Ｍ・Ｔ・ eq \o\ac(○,Ｓ)４年　５月　５日　　
	　鯖江町３－５
	　５１－×○○×　　

	6
	　高橋次郎
	Ｍ・Ｔ・ eq \o\ac(○,Ｓ)10年１２月　６日　　
	　鯖江町１０－１０
	　５２－××○×　　

	7
	　中村三郎
	Ｍ・Ｔ・ eq \o\ac(○,Ｓ)１２年　８月　７日　　
	　鯖江町７－７
	　５２　－□□□□

	8
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	　　　－

	9
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	　　　－

	10
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	

	11
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	

	12
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	

	13
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	

	14
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	

	15
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	

	16
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	

	17
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	

	18
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	

	19
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	

	20
	
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日
	
	

	21
	
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日
	
	

	22
	
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日
	
	

	23
	
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日
	
	

	24
	
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日
	
	

	25
	　
	Ｍ・Ｔ・Ｓ　　年　　月　　日　　
	　
	


健康寿命ふれあいサロンの傷害保険について

平成２３年２月現在

· サロン活動中における事故に対応するため、社会福祉協議会において

傷害保険に加入します。

【保障内容】

　　　　　　　死亡後遺障害　　　２１０万円

　　　　　　　入院日額　　２，８００円

　　　　　　　通院日額　　１，６００円　
【保険支払いの対象となる事故例】

· 会場が申請の指定された会場のときのみ対象となります。

· サロン活動中、参加者が石につまずいて転んでケガをした。

· サロンに参加するため、家を出て会場に行く途中、自転車に

接触してケガをした。

· サロン活動中、参加者が階段から落ちて骨折した。

· ボランティアが、サロンの準備中に誤って手を切ってしまった。

など

　　 【保険金をお支払いできない主な例】

· 補償対象者または保険受取人の故意によるケガ

· 補償対象者の自殺行為または犯罪行為によるケガ

· 脳疾患、疾病（心臓疾患を含む）心神喪失によるケガ

· 頚部症候群（いわゆる〔むちうち症〕または腰痛で

他覚症状のないもの）　など
　　　【事故が起きた際は】

· 万が一事故が発生した場合は、社会福祉協議会のサロン担当、

中村もしくは保険担当林までご連絡下さい。

                　　　　　　　　　　　　　　　電話　　51-0091

· 病院は健康保険で受診してください。
◎指定された会場外で活動する場合

　　　公民館等以外の外出や入浴施設等でサロンを実施する場合は、ボランティア

　　　行事保険への加入をお勧めします。

　　　　　　　　・ 1名につき1日２８円　（最低２０名で５６０円から可）

　　　　　　　　【保障内容】

　　　　　　　　　　死亡後遺障害　　　５００万円

　　　　　　　　　　入院日額　　３，５００円

　　　　　　　　　　通院日額　　２，２００円　等
　　　　　　　　・詳しくは社会福祉協議会ボランティア担当　電話　51-0091
サロン運営における相談受付窓口

【健康寿命ふれあいサロン窓口】

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　〒９１６－００２２

鯖江市水落町２丁目３０－１　

鯖江市社会福祉協議会

在宅介護支援係　　担　当　中村・大壁・奥村

新規サロン立ち上げ担　当　山口

ＴＥＬ ：５１－００９１　　　

ＦＡＸ ：５１－８０７９

e‐mail：info@sabae‐syakyo.or.jp
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平成２３年２月改正








会場の確保や当日の資料の準備、スタッフの役割などを決めておきましょう。（Ｐ５）





サロン開設に向けて、社会福祉協議会に必要書類を提出します。（Ｐ５）





町内のみなさんにサロン開始を知ってもらいましょう。チラシ作りは、社会福祉協議会もお手伝いします。（Ｐ５）








初回サロンの準備をしましょう





開設の必要書類を提出しよう





だれに協力してもらおうか





いつから、どこで始めようか





町内の参加者を募集しよう





サロンを開始する日時・場所・サロンの名前をまず考えて、それに合わせて


準備を進めましょう。（Ｐ４）





サロンでは、さまざまな活動があります。町内で協力してもらえるスタッフを集めましょう。（Ｐ４）


始めたい





社会福祉協議会にてサロンおよび開設時の提出書類について担当職員より説明させていただきます。（Ｐ４）�だきます（Ｐ）


始めたい





町内でサロンを


始めたい





Ⅰ．サロン開設までの流れ





社会福祉協議会が行う活動等








次回サロンの準備をしましょう








次回の内容のお知らせや会場の確保、


講師が必要な場合は講師の依頼など


初回と同じように準備します。（Ｐ６）





初回のサロンには、社会福祉協議会の担当職員が、お話や楽しめる内容のプログラムを持っていきます。（Ｐ５）








初回サロンを実施しましょう





Ⅱ．サロンの開設





年３回各サロンに巡回相談に行きます。またサロンリーダー研修会等をご案内しますのでご参加下さい。（Ｐ６・７）





Ⅲ．各書類について





開設時および年度初め（４月）の申請書類





年度末（３月）の


報告書類





様式第６号～１０号（Ｐ１１～　Ｐ１５）の書類を４月１０日頃までに、社会福祉協議会に提出してください。





様式第１号～５号・１１号（Ｐ１６～　Ｐ２１）の書類を４月１０日頃までに、社会福祉協議会に提出してください。





愛愛郎愛


愛





助成額は開始月から３月までの月数×４，０００円になります。





事業完了日は、翌年の３月３１日になります。　　　





町や区からの助成金に関しての使用用途は市としては特に規定がありません。





社協からの助成金は、飲食代には使わないで下さい。繰越はなるべく少なくして下さい。


少なくして下さい





活動記録の収支をもとに、収支決算書を作成して下さい。活動記録の合計と収支決算書の金額が合致するようにお願いします。








サロンを開催した日の記録になります。年度末に提出していただきます





サロンの活動内容を簡単に書いて下さい。





印鑑かサインをもらって下さい





受領印





体操郎愛


愛





年間の決算で使用しますので、すべての収支をあげて下さい。





感想や書ききれなかったこと自由に使ってください。





食材料費などで材料１品ずつ書く必要はなく例えば食材料費（ぜんざい）１，９８０円のような書き方で結構です。








様式第１０号 





愛


愛











年度途中の開設の場合、助成申請額は開始月から３月までの月数×４，０００円になります。








事業内容に関してはご相談に応じます。


（年に３回は社会福祉協議会の巡回を入れていただきます）


巡回の日にちは、サロンリーダー研修会の際にお渡しします。　　　　　











助成額や年間計画に合わせて、大まかな収支予算書を作成します。


社協の助成金の次年度繰越は無いよう


サロン内で使途をよく話し合って下さい。








立ち上げ最初のサロン活動日を結成日としてください





あいあい区長之印





前期分は、４月から


９月分までになります。交付月は５月になります。





愛愛郎愛


愛





入所





入院








